
「輸入貨物情報変更登録（CAI01）」業務における重量チェックの変更

・仕様変更前
特定の条件下※において、「輸入貨物情報変更登録（CAI01）」業務にて「AWB情報登録（輸入）（ACH）」業務で登録された重量と
同一の値に訂正することができませんでした。
※「ACH業務」と「貨物確認情報登録（PKG）業務」で登録した重量に差分がある状態で、突合済の貨物

・仕様変更後
上記の場合であっても、訂正できるように変更しました。

仕
様
変
更
後

仕
様
変
更
前 CAI01 100.0KG

輸入貨物情報
変更登録

CAI01 110.0KG

輸入貨物情報
変更登録

CAI01 100.0KG

輸入貨物情報
変更登録

CAI01 100.0KG

輸入貨物情報
変更登録

便宜的に、CAI01業務
にて重量を変更

PKG業務で登録した重量を100.0KGに
訂正したいが、エラー「E0027（変更
された項目が存在しない）」となる

再度、CAI01業務にて
正しい重量に変更

PKG 100.1KG

貨物確認
情報登録

ACH 100.0KG

AWB情報登録
(輸入)

PKG 100.1KG

貨物確認
情報登録

ACH 100.0KG

AWB情報登録
(輸入)

ACH業務とPKG業務で登録
された重量差が1KG以内で
あれば、突合済となる
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